
69 資源調査・資源管理等
【１５，７５９（１５，４７４）百万円】

対策のポイント
適切な資源管理を行うために必要となる資源調査等の実施、漁獲可能量の

管理とともに、資源水準に見合った漁業体制構築の促進等を行います。

＜背景／課題＞
低位水準にとどまる水産資源の回復・管理の推進が課題であり、資源の調査・評価や

漁獲可能量の適切な管理等により科学的知見に則した資源管理が必要です。

政策目標
○我が国周辺水域における重要魚種の資源評価結果を各種資源管
理施策等へ反映（毎年度52魚種・84系群）
○ＴＡＣ対象7魚種について、超過漁獲が生じないよう適切に管理
○国際機関や漁業協定に基づく資源管理措置の確実な実施による
我が国国際漁業の漁獲量の維持（平成20年度：約47万トン）

＜主な内容＞
１．我が国周辺水域資源評価等推進事業・国際資源評価等推進事業等

スルメイカ、マサバ、かつお・まぐろ類等の主要な水産資源について、科学的知
見に基づく適切な資源管理に必要な資源調査・評価等を実施します。

我が国周辺水域資源評価等推進事業 １，４４０（１，４４０）百万円
国際資源評価等推進事業 １，０７５（１，１００）百万円

補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体等

２．合理的資源管理推進事業
我が国周辺水域の主要資源について、漁獲可能量の適切な管理等を行います。

合理的資源管理推進事業 １７３（１９２）百万円
補助率：委託

委託先：民間団体等

３．国際漁業・輸入管理強化推進事業等
漁獲証明制度等による輸入マグロ類の管理の強化、市場流通の実態把握、ＶＭＳ

（衛星船位測定送信機）等による我が国漁船の管理を行います。
国際規制関係漁業経営安定パイロット事業 ３２５（３６１）百万円

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

４．捕鯨対策
商業捕鯨再開に必要な科学的知見の収集を目的とした調査を実施するとともに、

反捕鯨団体の妨害活動に対する安全対策を強化します。
鯨類捕獲調査円滑化対策 １，１０４（７１５）百万円

補助率：定額
事業実施主体：(財)日本鯨類研究所、民間団体等

５．漁業取締りの強化
外国漁船の違法操業や尖閣諸島周辺への漁業取締船の常時派遣の要請等に対応す

るため、漁業取締船を１隻増隻します。
水産庁事務費のうち指導監督及び取締費 １０，６７４（１０，４６８）百万円

補助率：なし
事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：
１の事業 水産庁漁場資源課 （０３－６７４４－２３７７（直））
２、５の事業 水産庁管理課 （０３－３５０２－８４３７（直））
３の事業 水産庁漁業調整課 （０３－６７４４－２３９３（直））
４の事業 水産庁国際課 （０３－３５０２－２４４３（直））


